
   鳥取市公立大学法人公立鳥取環境大学施設整備費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市公立大学法人公立鳥取環境大学施設整備費補助金（以下「本

補助金」という。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （交付目的） 

第２条 本補助金は、公立大学法人公立鳥取環境大学（以下「環境大学」という。）が行う

緊急かつ大規模な修繕や施設整備の経費を補助することにより、環境大学の教育研究環

境の充実を図ることを目的として交付する。 

 

 （補助対象者） 

第３条 本補助金の交付の対象となる者は、環境大学とする。 

 

 （補助対象事業） 

第４条 本補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表の補助事業

欄に掲げる事業とする。 

 

 （補助金の交付） 

第５条 本補助金は、補助対象事業に要する別表の補助対象経費欄に掲げる経費（以下「補

助対象経費」という。）の額に、同表の補助率欄に定める率を乗じて得た額以内で算定

し、予算の範囲内で交付する。 

 

 （交付申請の時期等） 

第６条 本補助金の交付申請は、原則として事業を開始する２０日前までに行わなければ

ならない。 

２ 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様

式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

 （交付決定の時期等） 

第７条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行う

ものとする。 

 

 （承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める軽微な変更は、補助金の増額以外の変更と

する。 

２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

 （着手届を要しない場合） 

第９条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２号に



規定する場合以外のすべての場合とする。 

 

 （完了届の時期等） 

第１０条 規則第１０条第２項の届出は、補助事業の完了の日から１０日以内に行わなけ

ればならない。 

 

 （補助金の交付） 

第１１条 規則第１１条第１項ただし書の規定に基づき、本補助金は、概算払により交付

するものとする。 

 

 （実績報告の時期等） 

第１２条 規則第１２条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）補助事業を完了し、又は中止し、若しくは廃止した場合にあっては、補助事業の完

了又は中止若しくは廃止の日から３０日を経過する日 

（２）補助事業の完了予定年月日の属する年度が終了した場合にあっては、補助事業の完

了予定年月日の属する年度の翌年度の４月３０日 

２ 規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

 （財産の処分制限） 

第１３条 規則第１６条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令１５号）に定める耐用年数に相当する期間とする。ただし、同令に定

めのない財産については、市長が別に定める期間とする。 

２ 規則第１６条第５号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして市長が別に定

めるもの 

３ 第７条第１項の規定は、規則第１６条の承認について準用する。 

 

 （雑則） 

第１４条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、

企画推進部長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年６月７日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の鳥取市公立大学法人鳥取環境大学施設整備費補助金



交付要綱により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。 

 

 

 

別表（第４条、第５条関係） 

補助事業 補助対象経費 補助率 

公立大学法人公立

鳥取環境大学施設

整備事業 

 緊急に対応する必要がある事業であって、かつ、次

の各号のいずれかに該当するもの 

（１）大規模修繕、大規模システム整備、学生や一般向

けの交流拠点整備等の施設・設備の整備に要する経

費（１件当たりの総事業費が原則として５００万円

以上のものに限る。） 

（２）その他臨時的に多額の経費を要するもので、市長

が特に必要と認めたもの 

１／２ 

 

 

 

 

  



様式第１号（第６条、第１２条関係） 

 

年度公立大学法人公立鳥取環境大学施設整備事業計画（報告）書 

 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

 

２ 事業の効果及び緊急性 

 

 

 

 

３ 事業の内容及び経費の配分 

 

細事業名 

 

 

内容 

補助対象

経  費

（算定基準額） 

A+B 

負 担 区 分 

市 

（A） 

その他 

（B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）内容欄に期間、内容等の詳細を記入すること。 

 

３ 事業完了（予定）年月日 

     年   月   日 

 

 

４ その他添付書類 

（１）施設等の整備の詳細が分かる実施計画書（申請時）又は結果報告書（実績報告時） 

（２）事業費の詳細が分かる見積書等の書類（申請時）  

（３）事業費が確認可能な請求書又は領収書等支出経費にかかる証拠書類の写し 

（実績報告時） 



様式第２号（第６条、第１２条関係） 

 

年度公立大学法人公立鳥取環境大学施設整備事業収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入の部 

 

区 分 

 

本年度予算額 

（本年度決算額） 

前年度予算額 

（本年度予算額）

比 較 増 減  

備 考 
増 減 

 

 

 

市補助金 

 

 

そ の 他 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

   円 

 

 

 

 

 

   円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支出の部  

 

区 分 

 

本年度予算額 

（本年度決算額） 

前年度予算額 

（本年度予算額）

比 較 増 減  

備 考 

 
増 減 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

   円 

 

 

 

 

 

   円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


